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　企業会計基準委員会（以下、「当委員会」という。）は、国際会計基準審議会（IASB）から 2017
年 1 月に公表された公開草案「IFRS の年次改善 2015─2017 年サイクル」（以下「本公開草案」と
いう。）に対して、IFRS 適用課題対応専門委員会から、2017 年 4 月にコメント・レターを送付し
ている。
　本公開草案には、以下の 3つの基準に関する修正が含まれている。
⑴　IAS 第 12 号「法人所得税」：資本に分類される金融商品に係る支払の法人所得税の影響
　配当の法人所得税への影響を、分配可能利益を生み出した取引又は事象が認識された場所（資
本か純損益か）で認識することを企業に要求する IAS 第 12 号第 52B 項が、IAS 第 12 号第 52A
項に記述された特定の状況（分配された利益と未分配利益に適用される税率が異なる状況）だけ
でなく、配当のすべての法人所得税への影響に適用されることを明確化する提案がなされてい
る。
⑵　IAS 第 23 号「借入コスト」：資本化に適格な借入コスト
　適格資産について意図された使用又は販売の準備ができている場合には、企業は当該適格資産
を取得するために行われた借入残高を一般目的で借り入れた資金の一部として扱うことを明確化
する提案がなされている。

⑶　IAS第 28 号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」：関連会社又は共同支配企業に対する
持分
　企業は、実質的に関連会社又は共同支配企業に対する純投資の一部を構成するが持分法が適用
されない長期持分に対して、IFRS 第 9 号「金融商品」（減損の要求事項を含む。）を適用するこ
とを要求される旨を明確化する提案がなされている。

　当委員会からのコメント・レターでは、それぞれの提案に対して、次のようなコメントをしてい
る。

⑴　IAS第 12 号の修正提案に対するコメント
　当委員会からのコメント・レターでは、本公開草案で提案された修正自体について反対はしない
ものの、本公開草案の提案をより有用なものとするため、IAS 第 12 号において配当を定義するこ
とや、法人所得税の影響を純損益で認識する場合と純損益の外で認識する場合をどのように区別す
るかに関するガイダンスを追加することを提案している。
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⑵　IAS第 23 号の修正提案に対するコメント
　当委員会からのコメント・レターでは、本公開草案の提案内容を支持するコメントを行った上
で、⑷その他のコメントに記載のとおり、本公開草案の提案についての初度適用企業における取扱
いに関するコメントを行っている。

⑶　IAS第 28 号の修正提案に対するコメント
　当委員会からのコメント・レターでは、長期持分に対して IFRS 第 9 号を適用した場合、長期持
分に対して IFRS 第 9 号による測定が行われた後に、IAS 第 28 号第 38 項の要求事項に従って関連
会社又は共同支配企業の純損失に対する持分を配分することは、損失の二重計上の懸念があること
から、本公開草案の提案に同意しない旨を表明している。本公開草案により、長期持分に対して
IFRS 第 9 号を適用する場合には、損失が二重計上されないよう、他の要求事項を見直すことを提
案している。加えて、⑷その他のコメントに記載のとおり、本公開草案の提案についての初度適用
企業における取扱いに関するコメントを行っている。

⑷　その他のコメント
　当委員会からのコメント・レターでは、年次改善のような比較的軽微な会計基準の修正におい
て、IFRS 適用済みの企業と初度適用企業の取扱いを揃えることを提案している。本公開草案の提
案では、IAS 第 23 号の修正案及び IAS 第 28 号の修正案において、IFRS 適用済みの企業に対する
経過措置と初度適用企業における免除規定に相違が生じており、不必要に会計基準を複雑にするこ
とを避けるために、このような提案を行っている。


